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【 様式】  

1  予防接種実施における 確認チェ ッ ク リ ス ト  

・ あら かじ めコ ピ ーし てご 利用

く ださ い。  

・ 本市ホーム ページから 様式を

ダウ ンロ ード でき ま す。  

2  予防接種によ る 間違い発生報告書 

3  コ ッ ホ現象事例報告書 

4  予防接種済証 

5  予防接種不可者受診券 

6  【 医師会医療機関用】 請求書兼内訳書 

7  【 医師会外医療機関用】 実施報告書及び請求書 

【 お問い合わせ先】  

鹿児島市保健部感染症対策課 

〒8 9 2 -8 6 7 7  鹿児島市山下町1 1 番1 号 

 TEL(直通) ： 0 9 9 -8 0 3 -7 0 2 3  

 FA X(代表) ： 0 9 9 -8 0 3 -7 0 2 6  

〇令和７ 年４ 月から の変更点 

・ 子宮頸がんキャ ッ チアッ プ接種の接種期間について、 1年間の経過措置が設けら れた。

（ 詳細は参考２ を ご確認く ださ い）  

 ・ 麻し ん風し ん混合ワ ク チンの接種期間について、 定期接種の接種期間が令和6 年度末で

終了し た方は令和9 年3 月3 1 日ま で2 年間延長さ れた。  

（ 詳細は参考５ を ご確認く ださ い）  

・  

・  



- 1  - 

１  概要 

対象疾病 
接種対象年齢 

（  ） 内は標準的な接種年齢 
回数 

接種間隔等 

（  ） 内は標準的な接種間隔等 

接種量 

( ｍ ｌ )  

接種 

方法 
 

5 種混合 

ジフ テリ ア 

百日せき  

破傷風 

急性灰白髄炎 

(ポリ オ) 

Hib 感染症 

生後２ か月以上７ 歳６ か月未満 

(１ 期初回： 生後２ か月以上７ か月未満) 

(１ 期 

初回) 

３ 回 

それぞれ 2 0 日以上の間隔を あ けて

３ 回 

(それぞれ 2 0 日～5 6 日の間隔を あ

けて３ 回) 

0 .5  

皮下 

ま たは 

筋肉内 (１ 期 

追加) 

１ 回 

初回の３ 回目終了後６ か月以上の間

隔を あ けて１ 回 
(ク イ ン ト バッ ク ： 初回の３ 回目終了後６

か月～1 8 か月の間隔を あ けて１ 回) 

(ゴ ービ ッ ク ： 初回の３ 回目終了後６ か月

～1 ３ か月の間隔を あ けて １ 回) 

 

４ 種混合 

ジフ テ リ ア  

百日せき  

破傷風 

急性灰白髄炎 

(ポリ オ) 

生後２ か月以上７ 歳６ か月未満 

(１ 期初回： 生後２ か月以上１ 歳未満) 

(１ 期 

初回) 

３ 回 

それぞれ 2 0 日以上の間隔を あ けて

３ 回 

(それぞれ 2 0 日～5 6 日の間隔を あ

けて３ 回) 
0 .5  皮下 

(１ 期 

追加) 

１ 回 

初回の３ 回目終了後６ か月以上の間

隔を あ けて１ 回 

(初回の３ 回目終了後 1 2 か月～1 8

か月の間隔を あ けて １ 回) 

２ 種混合 
ジフ テリ ア 

破傷風 

1 1 歳以上 1 3 歳未満 

(1 1 歳以上 1 2 歳未満) 
１ 回 - 0 .1  皮下 

Ｂ Ｃ Ｇ  

(結核) 

１ 歳未満 

(生後５ か月以上８ か月未満) 
１ 回 - 

規定の 

ス ポイ ト

で滴下 

経皮 

麻し ん 

風し ん混合 

「 第１ 期」  

１ 歳以上２ 歳未満 

(１ 期) 

１ 回 

- 0 .5  皮下 
「 第２ 期」  

平成 3 １ 年４ 月２ 日～令和２ 年４ 月１ 日生 

(小学校就学前の１ 年間) 

(２ 期) 

１ 回 

※定期接種の接種期間が令和 6 年度末で終了 

し た方については参考５ を ご確認く ださ い 
- 

日本脳炎 

「 第１ 期」 生後６ か月以上７ 歳６ か月未満 

(初回は、 ３ 歳以上４ 歳未満) 

(追加は、 ４ 歳以上５ 歳未満) 

※３ 歳未満での接種量は 

０
．

． ２ ５
． ．

ｍ ｌ  

(初回) 

２ 回 

６ 日以上の間隔を あ けて ２ 回 

(６ 日～2 8 日の間隔を あ けて ２ 回) 

0 .5  

 
※３ 歳未満

の接種量は

０
．

． ２ ５
． ．

 

皮下 

(追加) 

１ 回 

初回の２ 回目終了後６ か月以上の間

隔を おいて１ 回 

(初回の２ 回目終了後おおむね１ 年の

間隔を おいて１ 回) 

「 第２ 期」 ９ 歳以上１ ３ 歳未満 

(９ 歳以上１ ０ 歳未満) 
１ 回 - 

「 特例」 平成 1 ７ 年４ 月２ 日～平成 1 9 年 

４ 月１ 日生で接種が完了し ていない者 

未接種

分 
2 0 歳になる 前日ま で 

ヒ ブ感染症 

生後２ か月 

以上 

５ 歳未満 

初回接種開始時に 

生後２ か月以上７ か月未満

の場合 

(初回) 

３ 回 

それぞれ 2 7 日以上の間隔を あ けて

３ 回、 ２ 回目およ び３ 回目は１ 歳未

満ま でに終了 

(それぞれ 2 7 日～5 6 日の間隔を あ

けて３ 回）  

0 .5  皮下 

(追加) 

１ 回 

初回の３ 回目終了後７ か月以上の間

隔を あ けて１ 回 

(初回の３ 回目終了後７ か月～1 3 か

月の間隔を あ けて１ 回) 

初回接種開始時に 

生後７ か月以上１ 歳未満の

場合 

(初回) 

２ 回 

それぞれ 2 7 日以上の間隔を あ けて

２ 回、 ２ 回目は１ 歳未満ま でに終了 

(それぞれ 2 7 日～5 6 日の間隔を あ

けて２ 回）  

(追加) 

１ 回 

初回の２ 回目終了後７ か月以上の間

隔を あ けて１ 回 

(初回の２ 回目終了後７ か月～1 3 か

月の間隔を あ けて１ 回) 

初回接種開始時に 

１ 歳以上５ 歳未満の場合 
１ 回 - 
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対象疾病 
接種対象年齢 

（  ） 内は標準的な接種年齢 
回数 

接種間隔等 

（  ） 内は標準的な接種間隔等 

接種量 

( ｍ ｌ )  

接種 

方法 

肺炎球菌 

感染症 

(１ ５ 価) 

(２ ０ 価) 

生後 2 か月 

以上 

5 歳未満 

初回接種開始時に 

生後２ か月以上７ か月未満

の場合 

(初回) 

３ 回 

それぞれ 2 7 日以上の間隔を あ けて

３ 回、 ２ 回目及び３ 回目は２ 歳未満

ま でに終了。 た だし 、 ２ 回目接種が

１ 歳以上の場合、 ３ 回目の接種は行

わない。  

(それぞれ 2 7 日以上の間隔を あ けて

３ 回、 ２ 回目およ び３ 回目の接種は

１ 歳未満ま でに終了）  

0 .5  

皮下 

・  

筋肉内 
 

(追加) 

１ 回 

初回の３ 回目終了後 6 0 日以上の間

隔を あ けて１ 歳以降に１ 回 

(初回の３ 回目終了後 6 0 日以上の間

隔を あ けて１ 歳以上１ 歳３ か月ま で

に１ 回) 

初回接種開始時に 

生後７ か月以上１ 歳未満の

場合 

(初回) 

２ 回 

それぞれ 2 7 日以上の間隔を あ けて

２ 回、 ２ 回目は２ 歳未満ま でに終了 

(それぞれ 2 7 日以上の間隔を あ けて

２ 回、 ２ 回目の接種は１ 歳未満ま で

に終了）  

(追加) 

１ 回 

初回の２ 回目終了後 6 0 日以上の間

隔を あ けて１ 歳以降に１ 回 

(初回の２ 回目終了後 6 0 日以上の間

隔を あ けて１ 歳以上１ 歳３ か月ま で

に１ 回) 

初回接種開始時に 

１ 歳以上２ 歳未満の場合 

(初回) 

１ 回 
6 0 日以上の間隔を あ けて２ 回 

(追加) 

１ 回 

初回接種開始時に 

２ 歳以上５ 歳未満の場合 
１ 回 - 

 

【 従来の定期接種】  

1 2 歳になる 日の属

する 年度の初日から

1 6 歳と なる 日の属

する 年度の末日ま で

の間にあ る 女子 

 

【 キャ ッ チアッ プ接種】  

平成９ 年４ 月２ 日～

平成２ １ 年４ 月１ 日

生ま れで、 令和４ 年

４ 月１ 日～令和７ 年

３ 月３ １ 日ま でに 1

度でも 接種を し てい

る 女子 

（ ２ 価）  

サーバリ ッ ク ス  
３ 回 

１ か月以上間隔を あ けて ２ 回、 １ 回

目から ６ か月以上間隔を あ けて１ 回 

※「 １ か月以上」 …次の月の同じ 日

以降 

0 .5  筋肉 

（ ４ 価）  

ガーダシル 
３ 回 

２ か月以上間隔を あ けて ２ 回、 １ 回

目から ６ か月以上間隔を あ けて１ 回 

（ ９ 価）  

シルガード ９  

３ 回 
２ か月以上間隔を あ けて ２ 回、 １ 回

目から ６ か月以上間隔を あ けて１ 回 

２ 回 

１ 回目の接種を １ ５ 歳にな る ま でに

受け る 場合に限り 、 ６ 月の間隔を お

いて１ 回。  

 ただし 、 ５ 月未満の間隔で２ 回目  

 の接種を し た場合、 ２ 回目の接種 

 から ３ 月以上の間隔を おいて ３ 回 

 目の接種が必要と な る 。  

水痘 

１ 歳以上３ 歳未満 

(１ 回目は１ 歳以上１ 歳３ か月未満) 

※水痘既往歴がある 者は定期接種対象外 

２ 回 

１ 回目終了後３ か月以上の間隔を あ

けて１ 回 

(１ 回目終了後６ か月～1 2 か月の間

隔を あ けて１ 回) 

0 .5  皮下 

Ｂ 型肝炎 
１ 歳未満 

(生後２ か月以上９ か月未満) 
３ 回 

2 7 日以上の間隔を あ けて２ 回、  

１ 回目から 1 3 9 日以上の間隔を  

あ けて １ 回 

0 .2 5  皮下 

ロ タ ウ イ ルス  

感染症 

ロ タ リ ッ ク ス  

（ １ 価）  

出生 6 週 0 日後～ 

2 4 週 0 日ま で 
２ 回 2 7 日以上の間隔を あ けて２ 回 1 .5  

経口 
ロ タ テッ ク  

（ ５ 価）  

出生6 週0 日後～ 

3 2 週0 日ま で 
３ 回 2 7 日以上の間隔を あ けて 3 回 2 .0  

子宮頸がん予防接種

に関する 情報 

Ｈ Ｐ Ｖ  

（ 子宮頸がん）  
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２  予防接種によ る 間違い  

予防接種の実施にあたっては、 かねてから 適正な接種に努める よ う お願いし ていま すが、 本市において、

令和６ 年に起こ っ た接種間違い事例は２ ０ 件でし た（ 令和６ 年１ ２ 月２ ７ 日時点） 。 近年、 接種ス ケジュ ー

ルが複雑化し ており ま すので、 接種に際し ては、 こ れま で以上に接種対象年齢や接種間隔等の確認を徹底 し 、

接種間違いの発生防止に努めていただき ま すよ う お願いし ま す。  

特に、 日本脳炎予防接種は、 以下の間違いが多いのでご注意く ださ い。  

・ 『 １ 期初回２ 回目』  と  『 追加接種』  と の間隔。 最低６ か月以上の間隔を空ける 必要があり ま す。  

・ 日本脳炎特例の年齢の方が接種する 場合で、 平成２ ３ 年５ 月２ ０ 日ま でに１ 回以上接種し たこ と がある

場合にのみ、 例外的に６ か月未満の間隔で接種する こ と を認めていま す。  

・ ３ 歳未満で接種する 場合は接種量が半量(０ ． ２ ５ m l)です。  

なお、 接種間違い分については、 鹿児島市から 委託料の支払いはでき ま せんのでご注意く ださ い。  

 

( 1)  予防接種によ る 間違いが発生し た場合の対応 

① 被接種者の健康状態を確認し 、 必要に応じ 、 適切な処置を 行う 。  

② 感染症対策課に電話で接種間違いの連絡を 行う 。  

③ ｢（ 公財） 予防接種リ サーチセン タ ー｣（ TEL： 0 3 -6 2 0 6 -2 1 2 1 ） に、 今後の接種について確認

する （ 再接種が必要か、 今後の接種ス ケジュ ール等） 。  

④ ｢予防接種によ る 間違い発生報告書｣に必要事項を 記載し 、 予診票と 合わせてＦ Ａ Ｘ にて感染症対策

課へ提出する 。  

 

( 2)  令和６ 年 本市における 接種間違い発生状況( ２ ０ 件) 【 参考】 令和４ 年： ４ ２ 件、 令和５ 年： ３ ５ 件 

 間違いの内容 具体例 

1  
接種ワ ク チン  

の誤認 

・ １ 回目にロ タ テッ ク を 接種し たが、 ２ 回目にロ タ リ ッ ク ス を 接種し た。  

 

２  対象者の誤認 
・ ロ タ ウ イ ルス ワ ク チン（ ロ タ リ ッ ク ス ） の２ 回目は、 出生２ ４ 週ま でに

接種を 行う と こ ろ、 期限を 過ぎて接種し た。  

３  不必要な接種 ・ 日本脳炎ワ ク チンの追加接種を 、 接種対象年齢を 過ぎた者に接種し た。  

４  接種間隔 

・ 四種混合ワ ク チンの追加接種を 、 前回接種から ６ 月以上の間隔を 空けず

に接種し た。  

・ ヒ ブワ ク チンの追加接種を、 前回接種から ７ 月以上の間隔を 空けずに接

種し た。  

・ B型肝炎ワ ク チンの２ 回目を、 １ 回目から ２ ７ 日以上の間隔を 空けずに

接種し た。  

・ B型肝炎ワ ク チンの３ 回目を、 １ 回目から １ ３ ９ 日以上の間隔を 空けず

に接種し た。  

・ 日本脳炎ワ ク チンの追加接種を 、 前回接種から ６ 月以上の間隔を 空けず

に接種し た。  

・ 子宮頸がんワ ク チン （ ２ 価） の２ 回目を 、 前回接種から １ 月以上の間隔

を 空けずに接種し た。  

・ 子宮頸がんワ ク チン （ ９ 価） の２ 回目を 、 前回接種から １ 月以上の間隔

※ロ タ ウ イ ルス ワ ク チン の初回接種については、 生後２ 月に至っ た日から 出生1 4 週６ 日後ま での間を 標準的な

接種期間と し て実施する こ と 。 出生１ ５ 週０ 日後以降の初回接種について は安全性が確立さ れておら ず、 出生

１ ５ 週０ 日後以降に初回接種を おこ なう 場合、 十分に説明を 行い、 同意を 得ら れた場合に接種する こ と 。  
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を 空けずに接種し た。  

・ 小児用肺炎球菌ワ ク チンの２ 回目を 、 前回接種から ２ ７ 日以上の間隔を

空けずに接種し た。  

・ 小児用肺炎球菌ワ ク チンの３ 回目を 、 前回接種から ２ ７ 日以上の間隔を

空けずに接種し た。  

・ 水痘ワ ク チンの２ 回目を 、 前回接種から ３ 月以上の間隔を空けずに接種

し た。  

 

３  接種対象者への個別通知（ 予診票の送付）  
 

予診票の種類 送付時期 

・ ５ 種混合 

・ ４ 種混合 

・ Ｂ Ｃ Ｇ (結核) 

・ 麻し ん風し ん混合(１ 期) 

・ 日本脳炎(１ 期) 

・ ヒ ブ感染症 

・ 肺炎球菌感染症 

・ 水痘 

・ Ｂ 型肝炎 

・ ロ タ ウ イ ルス  

誕生月の翌月の中旬頃に送付 

（ １ つの封筒にま と めて送付）  

※令和５ 年４ 月生ま れの乳幼児から 左記

予診票がま と ま っ た「 こ ど も の予防接

種手帳」 を 送付し ていま す。 ま た 、 手

帳には、 麻し ん風し ん混合第２ 期、 お

た ふく か ぜの 予診票も 含ま れ て い ま

す。  

・ 日本脳炎(２ 期) ９ 歳の誕生月の翌月に送付 

・ 麻し ん風し ん混合(２ 期) 
６ 歳になる 年度の４ 月に送付 

（ 幼稚園・ 保育園の“ 年長組” の年度）  

・ ２ 種混合 小学６ 年生へ、 ４ 月に送付 

・ HPV （ 子宮頸がん）  小学６ 年生の女子へ、 ４ 月に送付 

予診票の紛失、 不達等によ り 手元に予診票がない場合は、 保護者等から の依頼によ り 送付し ま す。  

ま た、 転入者（ ０ 歳～２ 歳児） へは、 転入時の年齢に応じ て、 転入さ れた月の翌月中旬に送付し ま す。  

※３ 歳以上の方の未接種分については感染症対策課へ問い合わせが必要です。  

 

４  実施手順 

( 1)  対象者の確認 

① 鹿児島市に住所を 有し ない方への接種は、 鹿児島市から 委託料は支払われま せん。  

※鹿児島県内に住所を 有する 方への接種は、 鹿児島県の相互乗り 入れ医療機関で接種を行えば県の医

師会を 通じ て住所を 有する 自治体から 委託料が支払われま す。 （ P .８ の「 1 0  その他」 鹿児島県

相互乗り 入れ制度についてを 参照し てく ださ い。 ）  

② 母子健康手帳で、 接種対象年齢や接種間隔、 予防接種の履歴を 確認し 、 予防接種によ る 間違いが起

こ ら ないよ う にし てく ださ い。  

※接種対象年齢や接種間隔等については、 1 、 ２ ページの「 概要」 や「 予防接種ガイ ド ラ イ ン」 等を

参考にし てく ださ い 

 

( 2)  予診票の記入 

① 予診票は、 ２ 枚複写（ 「 鹿児島市提出用」 (も し く は『 保健所提出用』 ) と  「 医療機関控用」 ） に 

なっ ていま す。  

こ ど も の予防接種手帳

のイ メ ージ 
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② 予診票右上の「 予防接種シール貼付欄」 に８ 桁の数字を 記し たシールが貼付（ も し く は手書き で記

載） し てある かを 確認し てく ださ い。 無い場合は、 感染症対策課にお問い合わせく ださ い。  

 

( 3)  医師の予診・ 説明 

① 体温を 測定し てく ださ い。  

② 接種前に、 医師は予診票を チェ ッ ク し 、 必要に応じ て追加質問し 、 さ ら に診察し た上で、 接種の可

否を 決定し てく ださ い。  

③ ワ ク チン の効果、 副反応、 健康被害救済制度等について保護者に十分説明を し 、 保護者が理解し 、

同意し ている こ と を 確認し てく ださ い。  

 

( 4)  署名等 

① 接種可能と なっ た場合、 医師記入欄の（ 実施でき る ） に○印と 、 医師の氏名を 記載し てく ださ い。  

  ② 予診票下の保護者自署欄（ 同意し ま す・ 同意し ま せん） のいずれかに○印と 、 保護者署名（ フ ルネ

ームで） を 記入し ても ら ってく ださ い。  

 

( 5)  接種 

① 予防接種関係法令、 ワ ク チンの添付文書等に従っ て接種し てく ださ い。  

・ 関係法令等 ： 予防接種法、 予防接種法施行令、 予防接種施行規則、 予防接種実施規則、 定期の予

防接種実施要領 

・ 冊   子 ： 予防接種ガイ ド ラ イ ン、 予防接種における 間違いを防ぐ ために等 

・ ホ ー ム ペ ー ジ： 厚生労働省ホームページ（ h ttp ://w w w .m h lw .g o .jp /）  

           公益財団法人予防接種リ サーチセンタ ー（ h ttp ://w w w .yo b o se sh u -rc .co m /）  

② 接種後は、 予診票下の実施場所・ 医師名・ 接種年月日・ 使用ワ ク チン名及び接種量を 記入し てく だ

さ い。 接種年月日は、 母子健康手帳の記入と 異なら ないよ う に、 楷書体で明瞭にお願いし ま す。  

特にゴム印を 使用さ れる 際は、 他のス タ ンプなど で不明瞭になら ないよ う にし てく ださ い。  

 

( 6)  母子健康手帳への記載 

① 予防接種後は母子健康手帳の「 予防接種の記録」 欄に接種年月日・ 使用ワ ク チンロ ッ ト 番号・ 実施

場所等の記入を し てく ださ い。  

  ② 保護者が母子健康手帳を持参し なかっ た場合には、 「 予防接種済証」 に必要事項を記載し てお渡し

く ださ い。  

  ③ 「 予防接種済証」 の様式は、 本市ホームページから ダウ ンロ ード でき ま す。  

   鹿児島市ホーム ページ＞子ど も の予防接種＞予防接種済証の交付 

 

( 7)  予診票の保管 

予診票（ 医療機関控用） はカルテに貼付し ５ 年間保管し ておいてく ださ い。  

 

５  コ ッ ホ現象の報告 

健常者がＢ Ｃ Ｇ を 初めて接種し た場合は、 接種後1 0 日頃に針痕部位に発赤が生じ 、 接種後１ 月から ２ 月

ま での頃に化膿巣が出現し ま す。  

一方、 結核菌の既感染者にあっ ては、 接種後1 0 日以内に接種局所の発赤・ 腫脹及び針痕部位の化膿等を

来し 、 通常２ 週間から ４ 週間後に消炎、 瘢痕化し 、 治癒する 一連の反応が起こ る こ と があり 、 こ れを 「 コ ッ

ホ現象」 と いいま す。  

① コ ッ ホ現象と 診断さ れた場合は、 「 コ ッ ホ現象事例報告書」 と 「 予診票」 を FAXにて感染症対策

課に提出し 、 お電話く ださ い。  
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② 局所の経過を 観察する ため、 保護者へ写真等での記録を し ておく よ う に依頼し てく ださ い。 必要に

応じ 、 中央保健センタ ー（ 鴨池） にてツ ベルク リ ン反応検査を 実施し ま す。  

③ なお、 コ ッ ホ現象は副反応疑い報告基準には該当し ま せんので、 副反応疑い報告は不要です。  

 

６  副反応疑い報告 

予防接種後に生じ た副反応を 診断し た医師は、 速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告する

こ と が義務付けら れていま す（ 保護者の同意は不要です） 。 定期接種だけではなく 、 任意接種も 同じ 様式で

報告でき ま す。  

こ の報告は「 医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する 法律」 の規定によ る 報告と

し ても 取り 扱う こ と と する ため、 改めて報告する こ と は不要と なり ま す。  

 

 

 

７  予防接種健康被害救済制度 

 定期の予防接種によ り 重篤な健康被害が発生し 、 厚生労働大臣が認定し たと き には、 予防接種法の規定に

よ り 、 発生し た健康被害の救済が行われる こ と になっ ていま す。 本市から 県を 経由し て、 厚生労働省へ認定

手続き を する こ と になり ま すので、 市民の方から 相談さ れた際は、 感染症対策課へご連絡く ださ い。  

 

〈 フ ロ ー図〉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医薬品医療機器総合機構への報告専用Ｆ Ａ Ｘ 番号： ０ １ ２ ０ -１ ７ ６ -１ ４ ６  

健康被害を 受けた方 

①申請 

⑥支給・ 不支給 

市町村 

厚生労働省 
疾病・ 障害認定審査会 

（ 感染症・ 予防接種審査分科会）  

②
申
達 

⑤
認
定
・
否
認 

③意見聴取 

④審査結果 

都道府県 

必要に応じ 、 審査に係る

資料の提出を お願いする

こ と があり ま す。  
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８  委託料（ 消費税相当額を 含む）  

( 1)  委託料単価 

対象疾病(ワ クチン) 委託料単価 

５種混合 
沈降精製百日せきジフテリ ア破傷風不活化ポリ オヘモフィルスｂ型

混合ワ クチン（DPT-IPV-Hib） 
20,526 円 

４種混合 
沈降精製百日せきジフテリ ア破傷風不活化ポリ オ混合ワ クチン

（DPT-IPV） 
11,726 円 

３種混合 沈降精製百日せきジフテリ ア破傷風混合ワ クチン（DPT） 6,127 円 

不活化ポリ オ 不活化ポリ オワ クチン（IPV） 10,461 円 

２種混合 沈降精製ジフテリ ア破傷風混合トキソイド（DT） 5,071 円 

結核 ＢＣＧワ クチン 13,046 円 

麻しん風しん混合 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワ クチン 11,176 円 

日本脳炎１期 

乾燥細胞培養日本脳炎ワ クチン 

8,041 円 

日本脳炎２期 
7,216 円 

日本脳炎特例 

ヒブ感染症 乾燥ヘモフィルスｂ型ワ クチン 9,308 円 

小児の肺炎球菌感染症 
沈降１５価肺炎球菌結合型ワ クチン 

12,386 円 
沈降２０価肺炎球菌結合型ワ クチン 

HPV（子宮頸がん） 

組換え沈降２価ヒトパピローマウ イルス様粒子ワクチン 16,841 円 

組換え沈降４価ヒトパピローマウ イルス様粒子ワクチン 16,841 円 

組換え沈降９価ヒトパピローマウ イルス様粒子ワクチン 26,994 円 

水痘 乾燥弱毒生水痘ワ クチン 9,416 円 

Ｂ型肝炎 組換え沈降Ｂ型肝炎ワ クチン 6,835 円 

ロタウ イルス感染症 
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン（ロタリックス） 14,696 円 

５価経口弱毒生ロタウ イルスワクチン（ロタテック） 9,669 円 

 

( 2)  接種不可者委託料 

令和７ 年度の１ 件あたり の接種不可者委託料（ 消費税及び地方消費税の額を 含む） は次のと おり です。  

 

 １ 件あたり の単価 

接種不可者委託料 (予診料) 3 ,2 0 1 円 

※接種不可者と は、 予防接種前の予診の結果、 異常が認めら れ当日の予防接種が不適当と 判断し た者を

いいま す。 ただし 、 診療を行っ た場合には接種不可者の対象と なら ないのでご注意く ださ い。  
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９  委託料の請求及び支払い方法 

 

 市医師会会員の医療機関 市医師会会員ではない医療機関 

提出書類 

① 鹿児島市定期予防接種 請求書兼内訳書

（ ３ 枚複写）  

① 予防接種委託契約実施報告書  

② 請求書 

③ 予診票（ ２ 枚複写）  

１ 枚目…鹿児島市へ提出 

２ 枚目…各医療機関で保管 

1/3〔鹿児島市提出用〕  

2/3〔医師会提出用〕  
市医師会へ提出 

3/3〔医療機関控用〕  → 各医療機関で保管 

②  予診票（ ２ 枚複写）  

１ 枚目…市医師会へ提出 

２ 枚目…各医療機関で保管 

提出期限 接種し た翌月 1 0 日ま で 接種し た翌月 1 5 日ま で 

提出先 鹿児島市医師会事務局 鹿児島市 

振込時期 

本市が市医師会から 請求書を 受理後、 3 0

日以内に市医師会へ支払い、 その後、 市医

師会から 各医療機関に支払われま す。  

本市が各医療機関から 請求書を 受理後、 3 0

日以内に指定さ れた口座に支払われま す。  

・ 予診票の保護者の署名の記入漏れ等がないこ と 等不備がないこ と を確認し てく ださ い。  

・ ワ ク チンの種類ごと に件数を 数えてく ださ い。  

・ ５ 種混合、 ４ 種混合、 ヒ ブ感染症、 日本脳炎など の接種が複数回ある 予診票は、 接種回数の順番ごと に

揃えてから 添付し てく ださ い。  

 

10 その他 

「 鹿児島県相互乗り 入れ制度」 について 

  鹿児島県医師会が実施し ている 相互乗り 入れ制度に参加し ている 医療機関については、 鹿児島市外に住

民登録がある 者でも 公費負担によ る 定期接種が可能です。 その際、 使用する 予診票は住民登録がある 自治

体のも のになり ま す。  

 

「 償還払い制度」 について 

  鹿児島市に住民登録がある 者が里帰り 等の理由によ り 、 県外（ 任意予防接種は市外） の医療機関におい

て予防接種を 公費負担にて接種し よ う と する 場合、 必ず、 接種前に手続き を 行う 必要があり ま す。 保護者

から 相談があった場合には、 感染症対策課をご 案内いただき ま すよ う お願いし ま す。  

 【 対象と なる 予防接種】  

  ・ 定期予防接種(高齢者のイ ンフ ルエンザ、 肺炎球菌、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症及び帯状疱疹を 除く ) 

  ・ おたふく かぜ予防接種(任意予防接種) 



別添 

定期の予防接種における 対象者の解釈について 

 

『 ●歳に達し た時』 の考え方 

年齢は出生の日から 起算さ れ、期間はその末日の終了をも って満了する ため、翌年の誕生日の前日（ 24

時） に 1 歳年をと る と 考えま す。  

例えば、 令和２ 年 4 月 1 日生まれの人であれば、 令和３ 年 3 月 31 日（ 24 時） に 1 歳に達し たと 考えま

す。  

 

『 ●歳に達する ま で』 の考え方 

誕生日の前日（ 24 時） に 1 歳年をと る と 考えますので、 令和２ 年 4 月 1 日生ま れの人であれば、『 1 歳

に達する まで』 と 言った場合、『 令和３ 年 3 月 31 日ま で』 と いう 意味になり ま す。  

＊『 達する ま で』 は、『 至る ま で』、『 至った日ま で』 と 同義であり 、 3 月 31 日は含ま れま す。  

 

『 ●歳以上』 の考え方 

誕生日の前日（ 24 時） に 1 歳年をと る と 考えますので、 令和２ 年 4 月 1 日生ま れの人であれば、『 1 歳

以上から 接種可能』 と 言った場合、『 令和３ 年 3 月 31 日から 接種可能』 と いう 意味になり ま す。  

＊厳密には 24 時に 1 歳年をと る ので、 3 月 31 日であっても 0 時から 24 時に至る までは、 1 歳に達し て

いま せんが、 真夜中の 24 時に接種を受けら れる こ と は通常想定さ れないため、 日中でも 接種を受けら れ

る よ う に配慮し たも のです。  

 

『 ●歳未満』 の考え方 

誕生日の前日（ 24 時） に 1 歳年をと る と 考えますので、 令和２ 年 4 月 1 日生ま れの人であれば、『 1 歳

未満まで接種可能』 と 言った場合、『 令和３ 年 3 月 3１ 日ま で接種可能』 と いう 意味になり ま す。  

＊『 ●歳以上』 の考え方では、 被接種者の都合を考慮し て、 厳密には接種対象年齢には達し ていない時間

帯も 含めて、 3 月 31 日の丸一日を接種可能日と し ま し た。  

一方、『 ●歳未満』 の考え方では、 厳密に前日（ 24 時） に 1 歳年をと る と 考えて、 3 月 31 日 24 時に至

る ま では接種可能と する も のです。  

 

『 ●歳に至った日』 の考え方 

誕生日の前日（ 24 時） に 1 歳年をと る と 考えますので、 令和２ 年 4 月 1 日生ま れの人であれば、『 1 歳

に至った日』 は、『 令和３ 年 3 月 31 日』 を指し ます（ 3 月 31 日は含まれます。）。  

 

『 ●歳に至った日の翌日』 の考え方 

誕生日の前日に 1 歳年をと る と 考えま すので、 令和２ 年 4 月 1 日生ま れの人であれば、『 1 歳に至った

日の翌日』 と 言った場合、『 令和３ 年 4 月 1 日』 を指し ます。  

 

『 ●歳に至る ま で』 の考え方 

１



誕生日の前日（ 24 時） に 1 歳年をと る と 考えますので、 令和２ 年 4 月 1 日生ま れの人であれば、『 1 歳

に至る ま で』 と 言った場合、『 令和３ 年 3 月 31 日ま で』 と いう 意味になり ま す（ 3 月 31 日は含まれま

す。）。  

 

『 生後１ 月に至る ま で』 の考え方 

単位が月になった場合、 暦に合わせて翌月の同日の前日に、 1 月が経過し たと 考えま す。 し たがって、

令和２ 年 4 月 1 日生まれの人であれば、 翌月の同日（ 5 月 1 日） の前日（ 4 月 30 日） に生後 1 月を迎え

たと 考えます。  

なお、翌月に同日と なる 日が存在し ない場合には、翌月の最後の日に 1 月経過し たと 考えま す。例えば、

令和２ 年 1 月 31 日生まれの人であれば、 2 月 29 日に生後 1 月を迎えたと 考えま す。  

 

『 ●歳に至る ま での間』 の考え方 

誕生日の前日（ 24 時） に 1 歳年をと る と 考えますので、 令和２ 年 4 月 1 日生ま れの人であれば、『 1 歳

に至る ま での間』 と 言った場合、『 令和３ 年 3 月 31 日になる ま で』 と いう 意味になり ま す。  

＊3 月 31 日までは対象と なり ますが、 4 月 1 日は対象外と なり ます。  

 

『 生後３ 月から 生後６ 月に至る ま での間』 の考え方 

令和２ 年 4 月 1 日生ま れの人であれば、7 月 1 日の前日（ 6 月 30 日） に生後 3 月を迎えたと 考えます。

同様に、 生後 6 月であれば、 10 月 1 日の前日（ 9 月 30 日） に生後 6 月を迎えたと 考えま す。  

し たがって、 こ の場合、『 生後 3 月から 生後 6 月に至る までの間』 と は『 6 月 30 日から 9 月 30 日まで

の期間内』 と いう こ と になり ま す。  

 

『 出生●週●日後から 』 の考え方 

生ま れた日の翌日から 起算し て、 生ま れた日の翌日を出生０ 週１ 日後と 考えま す。 また、『 出生●週●

日後から 』 と は、『 ●週●日後』 の日を含みま す。  

例えば、 令和２ 年 4 月 1 日生まれの人であれば、『 出生１ 週後から 』 と 言った場合、『 令和２ 年４ 月８

日から 』 と いう 意味になり ま す（ ４ 月８ 日は含ま れま す。）。  

＊『 出生●週●日後から 』 は、『 生後●週に至った日の翌日から 』 と 同義であり 、４ 月８ 日は含ま れま す。  

 

『 出生●週●日後ま で』 の考え方 

生ま れた日の翌日から 起算し て、 生ま れた日の翌日を出生０ 週１ 日後と 考えま す。 また、『 出生●週●

日ま で』 と は、『 ●週●日後』 の日を含みま す。  

例えば、 令和 2 年年 4 月 1 日生ま れの人であれば、『 出生１ 週６ 日後まで』 と 言った場合、『 令和２ 年

４ 月 14 日まで』 と いう 意味になり ま す（ ４ 月 14 日は含ま れます。）。  

＊『 出生●週●日後ま で』 は、『 生後●週に至る 日の翌日ま で』 と 同義であり 、 ４ 月 14 日は含まれます。  
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Ｈ Ｐ Ｖ ワ ク チン キャ ッ チアッ プ接種について 

 

１ .  Ｈ Ｐ Ｖ ワ ク チンキャ ッ チアッ プ接種の経過措置について 

 キ ャ ッ チア ッ プ接種期間が「 令和４ 年４ 月１ 日～令和７ 年３ 月３ １ 日ま で」 であ る と こ ろ 、 令和６ 年夏以降のワ ク チ

ン 需要の大幅な 増加に伴う 限定出荷の状況等を 踏ま え 、 キ ャ ッ チア ッ プ接種期間中の３ 年間に１ 回以上接種し て いる 者

については、 期間終了後も 公費で３ 回の接種を 完了でき る よ う 、 経過措置を 設ける こ と と なり ま し た。  

 

２ .  対象者について 

   従来のキ ャ ッ チア ッ プ接種の対象者（ 平成９ 年４ 月２ 日から 平成２ ０ 年４ 月１ 日生ま れの女子） に加え 、 令和７ 年度

に新た に定期接種の対象から 外れる 方（ 平成２ ０ 年４ 月２ 日から 平成２ １ 年４ 月１ 日生ま れの女子） も 対象と な り ま し

た。  

※予診票は、 現行のも のを 使用可。 平成２ ０ 年４ 月２ 日から 平成２ １ 年４ 月１ 日生ま れの女子も 同様に現行の予診票を

使用可。  

 

３ .  接種期間について  

現行のキ ャ ッ チアッ プ接種期間（ 令和４ 年４ 月１ 日から 令和７ 年３ 月３ １ 日） から １ 年間（ 令和８ 年３ 月３ １ 日 

ま で） 延長し ま す。  

 

Ｈ Ｐ Ｖ ワ ク チン ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ． Ｈ Ｐ Ｖ ワ ク チン に関する 相談窓口 

●鹿児島県の相談窓口 

（ 総合窓口）                          （ 教育に関する 総合窓口）  

・ 鹿児島県保健福祉部感染症対策課感染症保健予防係       ・ 鹿児島県教育庁保健体育課健康教育係 

・ 電話番号： ０ ９ ９ －２ ８ ６ －２ ７ ２ ４              ・ 電話番号： ０ ９ ９ －２ ８ ６ －５ ３ １ ８  

・ 受付時間： 月曜日から 金曜日の午前９ 時から 午後５ 時（ 祝日、 年末年始を 除く ）  

●鹿児島県では、 Ｈ Ｐ Ｖ ワ ク チン の予防接種後に生じ た 症状の診療に係る 協力医療機関と し て、 「 鹿児島大学病院」 が設置

さ れていま す。 電話番号： ０ ９ ９ －２ ７ ５ －５ １ ６ ８  

１ . ９ 価Ｈ Ｐ Ｖ ワ ク チン の定期接種化と ９ 価Ｈ Ｐ Ｖ ワ ク チン の２ 回接種について  

令和５ 年４ 月から ９ 価Ｈ Ｐ Ｖ ワ ク チン は、 定期予防接種に追加さ れ、 １ ５ 歳未満の女子に限り 、 少なく と も ５ か月以上の

接種間隔を 空けて２ 回で接種を 完了する こ と も 可能と なり ま し た 。 （ 次ページ参照）  

２ . ＨＰ Ｖ ワ ク チン の交互接種の取扱いについて 

① キ ャ ッ チア ッ プ接種対象者について 

Ｈ Ｐ Ｖ ワ ク チン は、 原則と し て 、 １ 回目に接種し た ワ ク チン と 同じ ワ ク チン を 継続し て ３ 回目ま で接種し ま すが、 キ

ャ ッ チア ッ プ接種対象者のう ち 、 過去に接種し た ワ ク チン の種類が不明であ る 場合、 キ ャ ッ チア ッ プ接種を 実施する 医

療機関の医師と 被接種者と で十分に相談し た 上で、 接種する ワ ク チン の種類を 選択する こ と と なっ ており ま す。  

 

② ９ 価ワ ク チン について  

こ れま でに２ 価ま た は４ 価ワ ク チン を １ 回ま た は２ 回接種し た方は、 同じ 種類のワ ク チン を 接種する こ と を 原則と し

て いま すが、 適切な 情報提供に基づき 、 医師と 被接種者等がよ く 相談し た 上であ れば途中から ９ 価ワ ク チン に変更し 、

残り の接種を 完了する こ と ができ ま す。  

参考２  



 

４ ． 接種間隔について 

 

ワ ク チン  ２ 価（ サーバリ ッ ク ス Ⓡ）  ４ 価（ ガーダシルⓇ）  

標準的な接種間隔 

・ 初回接種から １ か月後に２ 回目 

・ 初回接種から ６ か月後に３ 回目 

 

 

 

 

・ 初回接種から ２ か月後に２ 回目 

・ 初回接種から ６ か月後に３ 回目 

 

 

 

 

上記の方法を と る こ

と ができ な い場合 

・ 初回接種から １ 月以上の間隔を おいて２ 回目 

・ 初回接種から ５ 月以上、 かつ２ 回目の接種から

２ 月半以上の間隔を おいて３ 回目 

 

 

 

 

・ 初回接種から １ 月以上の間隔を おいて ２ 回目 

・ ２ 回目の接種から ３ 月以上の間隔を おいて 

３ 回目 

 

 

 

 

 

 

９ 価（ シルガード Ⓡ９ ）  

接種回数 ３ 回 ２ 回 

接種年齢 １ 回目の接種を １ ５ 歳以上で受ける 場合 １ 回目の接種を １ ５ 歳未満で受ける 場合 

標準的な接種間隔 

・ 初回接種から ２ か月後に２ 回目 

・ 初回接種から ６ か月後に３ 回目 

（ ４ 価ワ ク チン と 同様）  

 

 

 

 

 

・ 初回接種から ６ 月の間隔を おいて２ 回目 

 

 

 

 

上記の方法を と る こ

と ができ な い場合 

・ 初回接種から １ 月以上の間隔を おいて２ 回目 

・ ２ 回目の接種から ３ 月以上の間隔を おいて  

３ 回目 

（ ４ 価ワ ク チン と 同様）  

 

 

 

 

 

・ 初回接種から ５ 月以上の間隔を おいて ２ 回目 

 

 

 

 
ただし 、 ５ 月未満の間隔で２ 回目を 接種し た 

場合、 ２ 回目の接種から ３ 月以上の間隔を  

おいて３ 回目を 接種する こ と 。  

 

 

  



 

 

５ 種混合ワ ク チンについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ . ５ 種混合ワ ク チン の定期接種化について  

(1 ) 現行の「 ４ 種混合ワ ク チン 」 に「 ヒ ブワ ク チン 」 を 混合し た 「 ５ 種混合ワ ク チン 」 が令和６ 年４ 月１ 日から 定期接

種と な り ま し た 。  

(2 ) 接種対象者は４ 種混合と 同様の「 生後２ 月から 生後９ ０ 月（ ７ 歳６ か月） に至る ま での間の者」 と なり ま す。  

(3 ) 接種方法は、 皮下ま たは筋肉内注射が可能です。 （ ４ 種混合は現行ど おり 皮下接種のみ）  

(4 ) 定期接種で使用する ワ ク チン は「 ５ 種混合ワ ク チン 」 を 基本と する が、 当面の間は４ 種混合ワ ク チン 及びヒ ブワ ク

チン も 使用可能です。  

 

２ . ４ 種混合ワ ク チン 及び５ 種混合ワ ク チン の「 ク イ ン ト バッ ク Ⓡ」 と 「 ゴ ービ ッ ク 」 と の交互接種の取扱いに

ついて 

(1 ) ４ 混及びHib ワ ク チン と ５ 混ワ ク チン については、 原則と し て同一種類のワ ク チン を 必要回数接種する こ と と し て

原則的な方法によ る こ と ができ ないやむを 得ない事情がある と 認める 場合には交互接種が可能 です。 （ ５ 種

混合ワ ク チン の「 ク イ ン ト バッ ク Ⓡ」 と 「 ゴ ービ ッ ク 」 の交互接種についても 同様です。 ） た だ、 交互接種について

は、 科学的知見が十分あ る わけではなく 、 接種ス ケ ジ ュ ールも 複雑化する ので、 標準的方法を 網羅的に示すこ と は

でき ま せんが、 国の審議会での議論等を 踏ま え、 例え ば以下のいずれかの方法又はこ れに準ずる 方法によ り 接種を

実施し て差し 支えないと さ れていま す。  

 

ア  ４ 混及びHib を 初回接種と し て １ 回実施→５ 混を 初回接種と し て２ 回接種し た 後、 追加接種と し て １ 回接種。  

イ  ４ 混及びHib を 初回接種と し て ２ 回実施→５ 混を 初回接種と し て１ 回接種し た 後、 追加接種と し て １ 回接種。  

ウ  ４ 混及びHib を 初回接種と し て ３ 回実施→５ 混を 追加接種と し て１ 回接種。  

 

(2 ) ４ 混及びHib ワ ク チン の接種回数が異な る 場合については、 ４ 混ワ ク チン 及びHib ワ ク チン に含ま れる 各成分につい

て、 添付文書に定めら れる 接種回数以上の回数接種し た場合の科学的知見が明ら かにな っ ていないこ と から 、 成分

毎に必要な回数が充足し 、 かつ過剰と なら な いよ う 接種し てく ださ い。  

【 接種方法の一例】  

・ 初回接種で４ 混を ２ 回、 Hib を １ 回実施 

→初回接種と し て５ 混を １ 回、 Hib を １ 回接種。 追加接種と し て５ 混を １ 回接種 

・ 初回接種で４ 混を ３ 回、 Hib を １ 回接種→Hib は２ 回接種。 追加接種と し て５ 混を １ 回接種 

 

※ なお、 接種間隔については、 後から 接種する ワ ク チン から 見て、 前の接種と の間隔が添付文書の通り と なる よ う 、

必要な間隔を 確保し てく ださ い。

※ 

 

 

 

 

参考３  



 

３ . 予診票の記載について 

(1 ) 予診票について、 ５ 種混合ワ ク チン を 接種する 際、 保護者が５ 種混合の予診票を 所持し て いない場合は、 ４ 種混合 

の予診票を 使用し てく ださ い。 な お、 予診票の記入について は、 参考４ の記入例を ご 確認いた だいた う え でご 対応

く ださ い。 ま た 、 接種する ワ ク チン は５ 種混合か４ 種混合ど ち ら か保護者に確認を 行っ た う え で接種し て く ださ い。  

(2 ) ５ 種混合ワ ク チン を 接種する 際、 母子健康手帳の記載について は、 ４ 種混合及びヒ ブ両方の欄に記録する よ う にし て

く ださ い。 詳細は別紙の記入例を ご 確認く ださ い。  

※ ５ 種混合ワ ク チン を 接種し た 場合、 ４ 種混合ワ ク チン 、 ヒ ブワ ク チン の予診票は使用し ま せんので保護者に破棄す 

る よ う お伝えく ださ い。  

 

小児用肺炎球菌１ ５ 価ワ ク チン について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小児用肺炎球菌２ ０ 価ワ ク チン について 

 

予診票及び母子健康手帳の記入例については、 参考４ を 参照 

１ . 小児用肺炎球菌１ ５ 価ワ ク チン の定期接種化について  

    (1 ) 小児用肺炎球菌１ ５ 価ワ ク チン が令和６ 年４ 月１ 日から 定期接種と な り ま し た 。  

    (2 ) 対象者、 接種間隔、 接種回数、 接種量は令和６ 年９ 月３ ０ 日ま で定期接種だっ た小児用肺炎球菌１ ３ 価ワ ク チン と  

       変更はあ り ま せんが、 「 筋肉内注射」 が可能です。  

 

２ . 小児用肺炎球菌１ ３ 価ワ ク チン と の交互接種の取扱いについて  

１ ３ 価ワ ク チン を 使用し て１ 回目、 ２ 回目又は３ 回目ま での接種を 終了し た者の接種について、 残り の接種を １ ５ 価

ワ ク チン で行う こ と ができ ま す。  

 

３ . 予診票の記載について 

筋肉内注射を 行う 場合、 記入の仕方は、 別紙の記入例を ご 確認く ださ い。  

 

１ . 小児用肺炎球菌２ ０ 価ワ ク チン の定期接種化について  

 (1 ) 令和６ 年１ ０ 月１ 日から 小児用肺炎球菌１ ３ 価ワ ク チン が定期接種対象外と なり 、 小児用肺炎球菌２ ０ 価ワ ク チ  

   ン が定期接種と なり ま し た。  

 (2 ) 対象者、 接種間隔、 接種回数、 接種量は現行の１ ５ 価ワ ク チン と 同様です。  

   (3 ) 定期接種で使用する ワ ク チン は２ ０ 価ワ ク チン を 基本と する こ と と な り ま すが、 当面の間は既存の１ ５ 価ワ ク チ

ン も 使用可能です。  

 

２ . 小児用肺炎球菌２ ０ 価ワ ク チン と の交互接種の取扱いについて  

１ ３ 価ワ ク チン を 使用し て １ 回目、 ２ 回目又は３ 回目ま での接種を 終了し た者の接種について、 残り の接種を ２ ０ 価

ワ ク チン で行う こ と ができ ま す。  

た だし 、 １ ５ 価ワ ク チン を 使用し て １ 回目、 ２ 回目又は３ 回目ま での接種を 終了し た者の接種について は、 原則と し

て同一種類のワ ク チン を 必要回数接種する こ と と し ていま すが、 原則的な方法によ る こ と ができ な いやむを 得ない事情

があ る と 認める 場合には２ ０ 価ワ ク チン と の交互接種が可能 です。  

 

３ . 予診票の記載について 

筋肉内注射を 行う 場合、 記入の仕方は、 参考４ を ご 確認く ださ い。  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪予診票の記入例≫ 

５ 種混合を接種する 場合のみ、「 筋肉内接種」 をする

場合は、 余白に「 ○キ 」 と 記入し てく ださ い。  

○キ  

「 筋肉内接種」 をする 場合は、 余白に「 ○キ 」 と 記

入し てく ださ い。  

（ ５ 種混合）  

（ 小児用肺炎球菌）  

５  

「 ４ 」 に二重線を引き 、 余白に「 ５ 」 と 記入し て

く ださ い。

○キ  

「 筋肉内接種」 をする 場合は、「 筋肉内」 に〇をつけ

てく ださ い。  

「 筋肉内」 の文言有の場合 「 筋肉内」 の文言無の場合 

＝ 裏面も ご確認く ださ い 

参考４  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪５ 種混合ワ ク チン接種時の母子健康手帳の記入例≫ 



 

 

麻し ん風し ん混合ワ ク チン接種について 

 

 

麻し ん風し ん混合ワ ク チン の出荷停止を 受け、 一部地域において、 接種者のも と にワ ク チン が届く ま で

の供給の接続が上手く いっておら ず、 局地的かつ一時的に大幅なワ ク チンの偏在等が生じ ており 、 一定程度、

年度内に接種を受けら れない者がいる と 見込ま れる こ と から 、 厚生労働省よ り 、 取扱いが示さ れま し た。  

 

１ .   麻し ん風し ん混合ワ ク チン接種期間の延長について 

 令和７ 年４ 月１ 日から 令和９ 年３ 月３ １ 日ま での２ 年間、 接種対象期間を 延長し ま す。  

 

２ . 対象者について 

対象と なる 方は、 定期接種の接種期間が令和6 年度末で終了する 方です。  

第１ 期・ ・ ・  令和６ 年度内に生後１ ２ 月から 生後２ ４ 月に達し た方 

第２ 期・ ・ ・  令和６ 年度に５ 歳以上７ 歳未満の者で、 小学校就学前の方 

（ 平成３ ０ 年４ 月２ 日～平成３ １ 年４ 月１ 日生ま れの方）  

第５ 期・ ・ ・  昭和３ ７ 年４ 月２ 日から 昭和５ ４ 年４ 月１ 日生ま れの男性で令和６ 年度末

ま でに抗体検査を実施し た結果、 風し んの抗体が不十分な方 

※予診票は、 現行のも のを使用可。 第１ 期及び第２ 期は特別な申請は不要。  

重要 

第５ 期は事前に感染症対策課への申請が必要です。  

 

３ . 第５ 期の請求ま での流れ            

①被接種者が感染症対策課へ「 麻し ん及び風し んの定期予防  

接種に係る 特例措置対象者該当理由書」 を 提出。  

②感染症対策課から 下図のよ う な通知文と 予診票が交付さ れる    

ので医療機関へ持参。  

③医療機関は通知文と 予診票がある こ と を 確認し 、 接種を行う 。  

④毎月の請求時に通知文を 予診票の後ろにホッ チキス 留めする 。  

※請求様式は定期予防接種の「 その他」 欄をご 使用く ださ い。  

 委託料： 1 0 ,3 5 1 円（ 税込） ／件 

 

「 通知文」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考５  

申請書受理後、 約１ 週間で申請者の自宅へ送付 

「 麻し ん及び風し んの定期予防接種に 

係る 特例措置対象者該当理由書」  



 

４ .  留意事項 

・ 第５ 期のク ーポン券の金額欄には「 ９ ， ２ ７ ０ 円（ 税抜） 」 と 印字さ れている が、 本市の令和７ 年度

の委託料は「 １ ０ ， ３ ５ １ 円（ 税込） 」 と なり ま すので請求の際はご注意く ださ い。  

 

・ 風し んの第５ 期予防接種の対象と なる 抗体価は下記の通り です。  

 



 

 

予防接種実施における確認チェックリスト  

予防接種の間違いを防ぐには、1 人 1 人の入念な“確認”が何よりも大切です。 

 

１．受付時の確認事項  

 □被接種者の名前（フルネーム）、生年月日、年齢、住所を確認した。 

 □接種しようとするワクチンの種類を確認した。 

□母子健康手帳の予防接種ページにおいて、接種するワクチンの欄が空白（まだ接種

されていない）であることを確認した。 

 □直前の予防接種実施日から適切な間隔があいているかを確認した。 

 □検温をした。 

  

２．予診時の確認事項 

 □被接種者の氏名（フルネーム）、生年月日、年齢を確認した。 

 □接種しようとするワクチンの種類を確認した。 

 □被接種者が接種しようとするワクチンの接種対象年齢であるか確認した。 

 □直前の予防接種実施日から適切な間隔があいているかを確認した。 

 □被接種者が接種しようとするワクチンが決められた接種回数であるか確認した。 

 □予診票に記載漏れがないか確認した。 

 □予診を行い、体調を確認した。 

 □医師署名欄に署名又は記名押印を行った。 

□保護者の承諾サインをもらった。 

 

３．接種時の確認事項 

 □接種するワクチンの種類及び有効期限、接種量、接種方法を確認した。 

 □接種器具が未使用であることを確認した。 

 

４．接種後の確認事項 

 □接種後の使用済み接種器具を廃棄用の容器に入れた。 

 □予診票、診療録、母子健康手帳などに接種日、メーカー名、 

ワクチンロット番号、接種量、医療機関名などを記載した。 

  

※ リーフレット「予防接種における間違いを防ぐために」を業務の参考にしてください。 

⚫  国立感染症研究所（ https://www.niid.go.jp/niid/ja/vaccine-j.html ） 

⚫  厚生労働省 

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/

kekkaku-kansenshou/keihatsu_tool/index.html ） 

 



 

 

予防接種による間違い発生報告書 

 

鹿児島市感染症対策課行 

ＦＡＸ：０９９－８０３－７０２６ 

１．実施日 令和  年  月  日  

２．接種医療機関                 （℡）           

  住所                                  

  接種医              

３．ワクチンの種類             

４．ワクチンの接種量    ml 

５．被接種者 

 (1) 氏名             (2) 性別     

 (3) 生年月日     年  月  日 

(4) 住所                                  

６．間違いの概要 

 

 

７．間違いが判明した経緯及びその後の対応（被接種者の体調、保護者に連絡したかなど） 

 

 

 

８．（公財）予防接種リサーチセンターの見解  （TEL:03-6206-2121） 

（再接種が必要か、今後の接種スケジュール、など） 

 

 

９．再発防止策（いつ、どこで、誰が、何を、どのように確認するか、など） 



コッホ現象事例報告書 

 

鹿児島県鹿児島市保健所 

氏名               生年月日 令和  年  月  日（男・女） 

住所                    保護者氏名 

接種時期： 令和  年  月  日 

（または生後     か月） 
BCG ワクチンロット 

局所変化の状況・経過（初めて気付いた時期： 令和  年  月  日） 

 

 

 

 

結核患者との接触状況 

 

 

精

密

検

査

※ 

      × 

ツ反：           （  ×  ） 

      × 

IGRA(実施の場合：QFT,T-Spot TB) 

結果： 

判定 

非特異反応、結核感染、結核発病、判定保留、 

その他（                ） 

胸部エックス線検査所見 事後措置／転帰 

 終了（異常所見又は症状出現時受診） 

 経過観察（  か月後） 

 潜在性結核感染症治療 

 結核治療（診断名：          ） 

 他医療機関紹介 

 その他（               ） 

CT（実施の場合） 

令和  年  月  日 

医療機関名 

作成者医師（署名又は記名押印） 

※医師の判断により精密検査を行った場合のみ記入すること。 

この報告書は、予防接種の安全性の確保及び結核のまん延防止を図ることを目的として

います。このことを理解の上、本報告書が鹿児島市及び鹿児島県に報告されることに同意

します。 

保護者自署             



 

予防接種済証（ 鹿児島市） 母子健康手帳を持参し なかっ た場合に交付 

※該当する 予防接種のワ ク チン 、 回数に〇印を し てく ださ い。  

ワ ク チン の種類 回    数 メ ーカー/ロ ッ ト  

ロ タ ウ イ ルス  
１ 価 １ 回・ ２ 回  

５ 価 １ 回・ ２ 回・ ３ 回  

Ｂ 型肝炎 １ 回・ ２ 回・ ３ 回  

イ ンフ ルエンザ菌ｂ 型（ Ｈ ｉ ｂ 感染症）  １ 回・ ２ 回・ ３ 回・ 追加  

小児用肺炎球菌 
１ ５ 価 １ 回・ ２ 回・ ３ 回・ 追加  

２ ０ 価 １ 回・ ２ 回・ ３ 回・ 追加  

５ 種混合（ ジフテリ ア・ 百日せき ・ 破傷風・ ポリ オ・ ヒ ブ） １ 回・ ２ 回・ ３ 回・ 追加  

４ 種混合（ ジフ テリ ア・ 百日せき ・ 破傷風・ ポリ オ）  １ 回・ ２ 回・ ３ 回・ 追加  

３ 種混合（ ジフ テリ ア・ 百日せき ・ 破傷風）  １ 回・ ２ 回・ ３ 回・ 追加  

不活化ポリ オ １ 回・ ２ 回・ ３ 回・ 追加  

２ 種混合（ ジフ テリ ア・ 破傷風）   

Ｂ Ｃ Ｇ （ 結核）   

麻し ん風し ん混合（ MR）  １ 期 ・  ２ 期  

麻し ん １ 期 ・  ２ 期  

風し ん １ 期 ・  ２ 期  

水痘 １ 回・ ２ 回  

日本脳炎第１ 期 １ 回・ ２ 回・ 追加  

日本脳炎第２ 期  

ヒ ト パピロ ーマウ ィ ルス感染症（ 子宮頸がん）  

２ 価 １ 回・ ２ 回・ ３ 回  

４ 価 １ 回・ ２ 回・ ３ 回  

９ 価 １ 回・ ２ 回・ ３ 回  

その他（                 ）   

その他（                 ）   

その他（                 ）   

 

予防接種を 受けた者 氏 名：                 生年月日      年   月   日 

住 所： 鹿児島市                                

接種年月日    令和    年   月   日 

実施医療機関名                       医師氏名                

 

 



この受診券は接種不可者予診料の請求に必要な券です。
内は保護者の方に記入してもらってください。

（保護者記入欄）

住所 鹿児島市　　 丁目　 番 号

町 番地 TEL（　　　　－　　　　　　－　　　　　　 ）

予診を受けた人の氏名 生年月日

フリガナ

氏名

保護者氏名

内は、医療機関で記入してください。

接種不可予防接種名（該当に○をしてください。） 予診日 　令和　　　年　　　月　　　日

Ｂ型肝炎・ロタリックス・ロタテック・小児用肺炎球菌　・ヒブ 医療機関名及び予診医
５種混合・４種混合・２種混合（２期）・ＢＣＧ
麻しん風しん混合（１期・２期）・水痘・日本脳炎（１期・２期）
子宮頸がん・不活化ポリオ その他（ ）
接種不可理由

この受診券は接種不可者予診料の請求に必要な券です。
内は保護者の方に記入してもらってください。

（保護者記入欄）

住所 鹿児島市　　 丁目　 番 号

町 番地 TEL（　　　　－　　　　　　－　　　　　　 ）

予診を受けた人の氏名 生年月日

フリガナ

氏名

保護者氏名

内は、医療機関で記入してください。

接種不可予防接種名（該当に○をしてください。） 予診日 　令和　　　年　　　月　　　日

Ｂ型肝炎・ロタリックス・ロタテック・小児用肺炎球菌　・ヒブ 医療機関名及び予診医
５種混合・４種混合・２種混合（２期）・ＢＣＧ
麻しん風しん混合（１期・２期）・水痘・日本脳炎（１期・２期）
子宮頸がん・不活化ポリオ その他（ ）
接種不可理由

鹿児島市　予防接種不可者受診券

鹿児島市　予防接種不可者受診券

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日

（医療機関記入欄）

（医療機関記入欄）



その他（ 　 　 　 　 ） 円 件 円

ポリ オ

特例

３ 種混合

件 円
16, 841円

26, 994円
件

件
円
円

小６ ～高１
キャ ッ チアッ プ

小６ ～高１
キャ ッ チアッ プ

子宮頸がん
（ ４ 価）

子宮頸がん
（ ９ 価）

ヒ ブワ ク チン

子宮頸がん
（ ２ 価）

小６ ～高１

3, 201円

6, 835円

9, 416円

7, 216円

8, 041円

5, 071円

7, 579円

11, 176円

委託料（ 円）

円

円

円
件

円

円

16, 841円
件 円

令和７ 年度　 鹿児島市定期予防接種　 実施報告書

鹿児島市長　 殿

予診料（ 接種不可者）

水痘
Ｂ 型肝炎

ロ タ ウ イ ルス （ １ 価）

第２ 期

代表者氏名

（ 令和 年 月分）

所在地及び名称

件 円
件

14, 696円

円件

令和

４ 種混合

日本脳炎

円

件 円

件 円

円

件

円

件

件 円
件 円

円

円

件 円
件 円

円

件

件

件

件

月 日

　 予防接種委託料を下記のと おり 報告し ま す。

記

麻し ん・ 風し ん
混合

予防接種名 件数

Ｂ Ｃ Ｇ

押印を省略する場合は、記入してください。

（担当者：氏名　　　　　　　　電話　　　　　　　　　）

11, 726円

委託単価

9, 308円

13, 046円

10, 461円

6, 127円

円

５ 種混合 20, 526円 件

第１ 期

〔 鹿児島市提出用〕

その他（ 　 　 　 　 ） 円 件 円

第１ ・ ２ 期

合　 計 件

ロ タ ウ イ ルス （ ５ 価） 9, 669円 件 円

円

件

件

年

キャ ッ チアッ プ 件 円

件 円
小児用肺炎球菌

１ ５ 価
２ ０ 価

12, 386円

麻し ん

第１ 期

第１ ・ ２ 期

２ 種混合

第２ 期

件

風し ん



その他（ 　 　 　 　 ） 円 件 円

小６ ～高１
キャ ッ チアッ プ

子宮頸がん
（ ４ 価）

子宮頸がん
（ ９ 価）

16, 841円

26, 994円

件 円

円9, 416円

小６ ～高１
キャ ッ チアッ プ 件 円

件 円
件 円

合　 計 件 円

予診料（ 接種不可者） 件 円3, 201円

Ｂ 型肝炎 件 円
ロ タ ウ イ ルス （ １ 価） 14, 696円 件 円

6, 835円

その他（ 　 　 　 　 ） 円 件 円

ロ タ ウ イ ルス （ ５ 価） 9, 669円 件 円

円
特例 件 円

小６ ～高１ 件 円
キャ ッ チアッ プ 件 円

16, 841円

7, 216円

麻し ん
7, 579円

風し ん
２ 種混合 5, 071円

日本脳炎
8, 041円

水痘 件

子宮頸がん
（ ２ 価）

件

第２ 期 件

円
第１ 期 件 円

第１ ・ ２ 期 件 円
第１ ・ ２ 期 件 円

件 円

11, 726円

6, 127円

麻し ん・ 風し ん
混合

第１ 期 件 円
第２ 期 件 円

11, 176円

ヒ ブワ ク チン 件 円9, 308円

　 予防接種委託料を下記のと おり 請求し ま す。

記

予防接種名 件数 委託料（ 円）委託単価

鹿児島市長　 殿 代 表 者 氏名

令和７ 年度　 鹿児島市定期予防接種　 請求書兼内訳書
（ 令和　 　 年 月分）

日

所在地及び名称

令和 年 月

〔 医師会提出用〕

５ 種混合 20, 526円 件 円

小児用肺炎球菌
１ ５ 価

12, 386円
件 円

２ ０ 価 件 円

ポリ オ 件 円

Ｂ Ｃ Ｇ 件 円

10, 461円

13, 046円

４ 種混合 件 円

３ 種混合



子宮頸がん
（ ２ 価）

子宮頸がん
（ ４ 価）

16, 841円

16, 841円

件 円

件 円
件 円

小６ ～高１
キャ ッ チアッ プ 件 円

Ｂ 型肝炎 6, 835円 件 円
ロ タ ウ イ ルス （ １ 価） 14, 696円 件 円

小６ ～高１
キャ ッ チアッ プ

円子宮頸がん
（ ９ 価）

小６ ～高１

件 円
その他（ 　 　 　 　 ） 件 円円

件 円
水痘 9, 416円 件 円

ロ タ ウ イ ルス （ ５ 価） 9, 669円

26, 994円
キャ ッ チアッ プ

その他（ 　 　 　 　 ） 円

予診料（ 接種不可者） 3, 201円

件 円

件

２ 種混合 件 円

日本脳炎
第１ 期 件 円
第２ 期 件 円
特例 件 円

5, 071円

8, 041円

7, 216円

第１ ・ ２ 期 件 円
第１ ・ ２ 期 件 円

麻し ん・ 風し ん
混合

第１ 期 件 円
第２ 期 件 円

11, 176円

麻し ん
7, 579円

風し ん

小児用肺炎球菌
１ ５ 価 件 円
２ ０ 価 件 円

12, 386円

Ｂ Ｃ Ｇ 件 円

ヒ ブワ ク チン 件 円

13, 046円

9, 308円

ポリ オ 件 円

6, 127円

10, 461円

５ 種混合 件 円

４ 種混合 件 円

20, 526円

11, 726円

記

予防接種名 件数 委託料（ 円）委託単価

鹿児島市長　 殿 代 表 者 氏名

３ 種混合 件 円

件 円

合　 計 件 円

令和７ 年度　 鹿児島市定期予防接種　 請求書兼内訳書
（ 令和　 　 年 月分）

日

所在地及び名称

令和 年 月

〔 医療機関控用〕

　 予防接種委託料を 下記のと おり 請求し ま す。



円

件 円

水痘 件

件 円
件 円

件 円

小６ ～高１
キャ ッ チアッ プ

小６ ～高１

件 円

その他（ 　 　 　 　 ） 円

円9, 416円

Ｂ 型肝炎 件

ロ タ ウ イ ルス （ ５ 価）

押印を省略する場合は、記入してください。

（担当者：氏名　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　　）

令和７ 年度　 予防接種委託契約実施報告書
( 令和　 　 年　  　 月分)

日

所在地及び名称

鹿児島市長　 殿 代 表 者 氏名

令和 年 月

　 委託契約に基づき 、 予防接種委託業務を 下記のと おり 実施し ま し たので、 委託契約第６
条の規定に基づき 、 関係書類を 添付し 報告し ま す。

記

予防接種名 件数 委託料（ 円）委託単価

５ 種混合 件 円

２ ０ 価

３ 種混合 件 円

20, 526円

6, 127円

ポリ オ 件 円

Ｂ Ｃ Ｇ 件 円13, 046円

10, 461円

４ 種混合 11, 726円 件 円

12, 386円

第１ ・ ２ 期 件 円
7, 579円

麻し ん
風し ん

ヒ ブワ ク チン 件 円

件 円

9, 308円

麻し ん・ 風し ん
混合

第１ 期 件 円
第２ 期 件 円

11, 176円

件 円
小児用肺炎球菌

１ ５ 価

5, 071円

キャ ッ チアッ プ

子宮頸がん
（ ２ 価）

子宮頸がん
（ ９ 価）

16, 841円

26, 994円

円6, 835円

第１ ・ ２ 期 件 円

子宮頸がん
（ ４ 価）

小６ ～高１
16, 841円

件 円
キャ ッ チアッ プ 件 円

２ 種混合 件 円

日本脳炎
第１ 期

【感染症対策課確認欄】

受付印 課長 係長 照合係

ロ タ ウ イ ルス （ １ 価） 14, 696円 件 円

予診料（ 接種不可者） 件 円

合　 計 件 円

3, 201円

その他（ 　 　 　 　 ） 円 件 円

9, 669円

件

件 円
第２ 期 件 円
特例 件 円

7, 216円

8, 041円



小６ ～高１
キャ ッ チアッ プ

小６ ～高１
キャ ッ チアッ プ

子宮頸がん
（ ２ 価）

子宮頸がん
（ ９ 価）

16, 841円

26, 994円

1件ロ タ ウ イ ルス （ １ 価） 14, 696円

水痘 9, 416円 1件

子宮頸がん
（ ４ 価）

小６ ～高１
16, 841円

1件

令和７ 年度　 予防接種委託契約実施報告書
( 令和　 ７ 年 　 ４ 月分)

　 委託契約に基づき 、 予防接種委託業務を 下記のと おり 実施し ま し たので、 委託契約第６
条の規定に基づき 、 関係書類を 添付し 報告し ま す。

記

予防接種名 委託単価 件数 委託料（ 円）

日

鹿児島市長　 殿

代 表 者 氏名

押印を省略する場合は、記入してください。

令和 年 月

（担当者：氏名　　　　　　電話　　　　　　　）

鹿児島市●●丁目●番●号

●●法人　●●会

理事長 鹿児島　太郎

所在地及び名称

ポリ オ 10, 461円 1件 10,461円

Ｂ Ｃ Ｇ 13, 046円 1件 13,046円

５ 種混合 20, 526円 1件 20,526円

３ 種混合 6, 127円 1件 6,127円
４ 種混合 11, 726円 件 円

麻し ん・ 風し ん
混合

第１ 期
11, 176円

1件 11,176円
第２ 期 1件 11,176円

ヒ ブワ ク チン 9, 308円 件 円

1件 12,386円
1件 12,386円

小児用肺炎球菌
１ ５ 価
２ ０ 価

12, 386円

第１ ・ ２ 期
7, 579円

件 円
第１ ・ ２ 期 件 円

麻し ん
風し ん

円

229,321円

２ 種混合 5, 071円 1件 5,071円

1件 7,216円

件 円

日本脳炎
第１ 期 8, 041円 1件 8,041円
第２ 期

7, 216円
1件 7,216円

特例
1件 16,841円
件 円

14,696円

ロ タ ウ イ ルス （ ５ 価） 9, 669円 1件 9,669円

係

その他（ 　 　 　 　 ） 円 件 円

【感染症対策課確認欄】

受付印 課長 係長 照合

予診料（ 接種不可者） 3, 201円 1件 3,201円

合　 計 20件

その他（ 　 　 　 　 ） 円 件

16,841円
キャ ッ チアッ プ 件 円

9,416円

Ｂ 型肝炎 6, 835円 1件 6,835円

1件 26,994円

例
押印をする場合は契約書の
印鑑と同じ物を使用してくだ
さい。
押印を省略する場合は担当
者のフルネームと電話番号
の記入をお願いします。



様式第１８（その３）

(見　積　書　　　　有　・　無　)

億 拾 百

円

 総合計（請求金額）

委託料一式

税込額合計（小計額）

税区分 課税対象外 ８％対象 １０％対象

税抜額合計

消費税及び地方消費税額

－ －
円

－

品　名　等 数 量
単
位 単 価 金 額 備 考

銀行 フ リ ガ ナ

（金庫）

店

請 求 番 号

金 融 機 関 名 種　別 口 座 番 号 口 座 名 義

拾 円

金 額
拾 千 百 万 千

契約番号 第 号Ｎｏ．

 １ 契約課係長 １ 物品検収
物品受領

会　　計 ２ 代　　　　行 ２ 履行確認

　　　月　　日　　　月　　日

( 支 払 方 法 １ 口 座 振 替 払 … Ｍ Ｔ ２ 直 接 払 ３ 口 座 振 替 払 … Ｍ Ｔ 外 ）

( 支 払 予 定 日 ） （ 審 査 決 裁 区 分 会 ・ 室 ・ 係 ）

課 名 令 和 年 度
支出（ 還付）

第 号
命 令 番 号

款

歳 出
歳 入 還 付
歳 計 外 現 金
基 金

請 求 書

件名

上記の金額を 請求し ま す。
なお、 受領については、 次のと おり 願いま す。 （希望の番号を○囲みする）

１ 口座振替払（下記口座のとおり） ２ 現 金 払

年 月 日

住 所

（担当者：氏名 電話 ）

鹿 児 島 市 長 下鶴 隆央 殿
〔 口 座 振 込 先 〕

普 通
当 座
別 段
貯 蓄

注
意

一

金
額
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
記
入
し
、
首
標
金
額
の
頭
に
￥
字
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
首
標
金
額
の
訂
正
は
認
め
ま
せ
ん
。

一

太
線
の
わ
く
内
は
請
求
者
が
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

内 訳 （ １ 次のと おり ２ 別紙のと おり ）

１
２
３
４

感染症対策課 ７

０１

０４

定期予防接種事業委託料 （令和 年 月分）

押印を省略する場合は、記入してください。

登 録 番 号

円円

軽減税率対象品目は品名等の右端に「 ※」 をご記入く ださ

円

氏 名 ・ 印



様式第１８（その３）

(見　積　書　　　　有　・　無　)

億 拾 百

2 3

円

 総合計（請求金額）
229, 321

20, 847

税込額合計（小計額） 229, 321

税区分 課税対象外 ８％対象 １０％対象

税抜額合計
208, 474

消費税及び地方消費税額

委託料一式 － －
円

－ 229, 321

品　名　等 数 量
単
位 単 価 金 額 備 考

薩摩
銀行

123456

フ リ ガ ナ ﾏﾙﾏﾙﾎｳｼﾞﾝﾏﾙﾏﾙｶｲﾘｼﾞﾁｮｳｶｺﾞｼﾏﾀﾛｳ

（金庫）
〇〇法人〇〇会

理事長　鹿児島　太郎本 店

請求 番 号

金 融 機 関 名 種　別 口 座 番 号 口 座 名 義

拾 円

￥ 2 9 2 1金 額
拾 千 百 万 千

契約番号 第 号Ｎｏ．

 １ 契約課係長 １ 物品検収
物品受領

会　　計 ２ 代　　　　行 ２ 履行確認

　　　月　　日　　　月　　日

( 支 払 方 法 １ 口 座 振 替 払 … Ｍ Ｔ ２ 直 接 払 ３ 口 座 振 替 払 … Ｍ Ｔ 外 ）

( 支 払 予 定 日 ） （ 審 査 決 裁 区 分 会 ・ 室 ・ 係 ）

課 名 令 和 年 度
支出（還付）

第 号
命 令 番 号

款

歳 出
歳 入 還 付
歳 計 外 現 金
基 金

請 求 書

件名

上記の金額を 請求し ま す。
なお、 受領については、 次のと おり 願いま す。 （希望の番号を○囲みする）

１ 口座振替払（下記口座のとおり） ２ 現 金 払

年 月 日

住 所

（担当者：氏名 電話 ）

鹿 児 島 市 長 下鶴 隆央 殿
〔 口 座 振 込 先 〕

普 通
当 座
別 段
貯 蓄

注
意

一

金
額
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
記
入
し
、
首
標
金
額
の
頭
に
￥
字
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
首
標
金
額
の
訂
正
は
認
め
ま
せ
ん
。

一

太
線
の
わ
く
内
は
請
求
者
が
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

内 訳 （ １ 次のと おり ２ 別紙のと おり ）

１
２
３
４

感染症対策課 ７

０１

０４

定期予防接種事業委託料 （令和 ７ 年 ４ 月分）

鹿児島市●●丁目●番●号

●●法人 ●●会

押印を省略する場合は、記入してください。

登 録 番 号 Ｔ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １ ２ ３

円円

軽減税率対象品目は品名等の右端に「 ※」 をご記入く ださ

円

氏 名 ・ 印

例

〇
〇
会

理
事
長

之
印

押印を省略する 場合、 担当者名（ フルネーム） と 電話番号を記入し てく ださ い。

押印をする 場合、 契約書の印鑑

と 同じ も のを 使用し てく ださ い。

適格請求書発行事業者の場

合、 こ ちら に適格請求書発行

事業者登録番号を ご記入く だ


